
■場 所：クラシティ半田 ホール（半田市広小路町155番地の3）

■内　容 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ

対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和

４年６月１７日に公布されました。

これに伴い令和7年4月より建築基準法第6条区分が改正、採光関係、

4号特例関係が変わります。

また、すべての建物に省エネ適判が求められることになります。

これらの変更点についてご説明をいたします。

 ※注 マスク着用、体調の悪い方は受講できません。

■講 師 株式会社ＣＩ東海

 省エネ適判グループ 総括   富 永 和 久 様

 岡崎事務所     副所⾧  徳 永 恵 介 様

■参加費 半田支部会員：無料  会員（半田支部外）：300円  一般：500円

           ※専攻建築士の方は 200円

■CPD 1単位（予定）

■協　力：株式会社　ＣＩ東海様 締切りR5年1月31日

■申込先 （公社）愛知建築士会 半田支部 研修委員会 委員⾧ 榎本年克

E-mail：daihiro@mte.biglobe.ne.jp   FAX：0569-29-2166 受付開始日 1/16～

参加形態 □会場参加・□ZOOM参加 ※レ点を付けて下さい。

参加者 連絡先電話/FAX

会社名 携帯電話番号

E-mail

会員・非会員 □士会半田支部会員・□建築士会会員・□専攻建築士・□一般

会員番号：

CPDユーザーID： ※CPD番号を記入

改正建築基準法・省エネ法研修会のご案内

■日　時：令和５年２月７日（火）午後６時30分～午後８時

   （公社）愛知建築士会半田支部

     支部⾧ 角岡恭行

     研修委員会 委員⾧ 榎本年克


